
ケアプランデータ連携システムの導入
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介護保険最新情報Vol.1177（令和5年10月6日）
「ケアプランデータ連携標準仕様 Q&A（2023 年 10 月版）」

問 17
自治体からの指導により、第 6 表について、利用者の同意が得られたサイン入りのものを事業
所に交付している。ケアプランデータ連携システムで共有する場合は、どのように整理すれば
いいのか

（回答）
「居宅介護支援事業所に保管するケアプラン」と「利用者とサービス事業所に交付するケアプ
ラン」の取り扱いは異なるため、切り分けて考えるべきである。
（略）
相手方の承諾を得れば、利用者の同意や確認を電磁的方法で行うことができ、電子署名や
利用者同意を確認した電子メールの保管等の方法で行うことができる。このように、文書の真
正性は、居宅介護支援事業所に保管する署名等の同意文書又は電磁的方法による取扱い
（電子署名や電子メール）を確認することで把握できる。
このため、ケアプランデータ連携システムを利用してケアプランを電子的に連携する場合にお
いても、サービス事業所が第 6 表の利用者の同意の有無を確認する必要はない。同様に、ケ
アプラン原案に対する利用者の同意の有無についても、サービス事業者が確認する必要はな
い
（以下、略） 5
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ケアプランデータ連携システム 検索

⇒フリーパスキャンペーンが令和８年度まで延長！

⇒令和7年度の助成金申請期限は令和8年3月13日まで（令和8年度は未定）
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